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平 成 ３０年 度 監 査 等 基 本 計 画

島根県監査委員監査規程第５条の規定に基づき、監査、検査及び審査（以下

「監査等」という。）について、次のとおり平成３０年度監査等基本計画を定め

る。

第１ 基本方針

本県においては、平成１９年１０月、危機的な財政状況を改善するため、

「財政健全化基本方針」を策定して職員定員の削減や歳出の見直し、歳入の確

保などに取り組み、平成２９年度には収支均衡の目標を達成し得る状況となっ

た。しかし、県財政は依然として県税などの自主財源に乏しく、地方交付税な

ど国からの収入に依存しているため財政基盤が脆弱であることから、将来にわ

たって収支が均衡した安定的な財政運営を行うため、平成２９年１０月に「財

政運営指針」を策定し、平成34年度末を目標に事務事業の見直しや行政の効率

化・合理化、財源の確保の努力を継続し、基金の確保や県債残高の縮減などに

取り組むこととしている。

このような状況の下、平成３０年度の監査等の実施に当たっては、県の事務

事業について、合法性、正確性はもとより、最少の経費で最大の効果を挙げて

いるか、常にその組織及び運営の合理化に努めているかなど、経済性、効率性、

有効性の観点をより重視して実施していく。また、監査等の結果において、業

務改善等の取組に向けて、積極的に意見を付すなど実効性のある監査に努める。

あわせて、監査等の機能が効率的かつ有効に発揮されるよう、監査等業務の

充実と改善に努める。

第２ 監査等の区分

監査等の区分は次のとおりとする。

区 分 根 拠 法 令

一 定期監査 地方自治法第199条第1項、第4項

般 随時監査 地方自治法第199条第1項、第5項

監 行政監査 地方自治法第199条第2項

査 財政的援助団体等監査 地方自治法第199条第7項

直接請求に基づく監査 地方自治法第75条

特 議会からの請求に基づく監査 地方自治法第98条第2項

別 知事の要求に基づく監査 地方自治法第199条第6項、第235条の2第2項

監 住民監査請求に基づく監査 地方自治法第242条

査 職員の賠償責任に関する監査 地方自治法第243条の2第3項

地方公営企業法第34条

決算審査 地方自治法第233条第2項

審 地方公営企業法第30条第2項

基金運用状況審査 地方自治法第241条第5項

査 健全化判断比率等審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項

〃 第22条第1項

検 現金出納検査 地方自治法第235条の2第1項

査

(注意)太字は定例的に実施する監査等、細字は請求等により実施する監査
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第３ 委員監査等の実施時期

監 査 等 の 区 分 実 施 時 期 報告・公表

定期監査 ５月～ ３月 １０月

行政監査 １２月～ １月 ３月

財政的援助団体等監査 １０月～１１月 ３月

決算審査 一般・特別会計 ７月～ ８月 ９月

公営企業会計 ７月 ９月

基金運用状況審査 ７月～ ８月 ９月

健全化判断 一般会計等及び公営企業会計(法非適用) ９月 ９月

比率等審査 公営企業会計(法適用) ※ ８月 ９月

現金出納検査 歳計、歳計外現金、基金 毎月 毎月

公営企業会計 毎月 毎月

※ 資金不足比率審査

第４ 監査等の実施体制

１ 監査等は実地に行うことを基本とし、原則として決算審査（公営企業会計）

及び住民監査請求監査並びに健全化判断比率等審査については委員全員、その

他の監査等については委員２名（議選、識見）の２班体制（定期監査の一部地

方機関については、委員１名ずつの４班体制）により実施する。

２ 監査結果報告書及び審査意見書は、監査委員全員の合議により決定する。

３ 職員が実施する監査等については、原則２名以上により班を編成し、班の責

任者を定める。

第５ 監査等の結果の公表

監査等の結果については、島根県報への登載を行うほか、監査委員事務局の

ホームページへの掲載により公表を行う。

第６ 監査等の結果に係る措置状況の公表

監査等の結果に係る措置状況については、島根県報への登載を行うほか、監

査委員事務局のホームページへの掲載により公表を行う。
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Ⅰ 定期監査実施計画  
 

１ 実施方針 

定期監査は、県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適法 

かつ適正に執行されているか、最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織及 

び運営の合理化に努めているかなどの財務監査の基本理念に立って監査を行う 

ものとし、実地監査又は書面監査により、監査対象機関全てに対し実施する。 

また、監査により把握された実態と問題点等を踏まえ、監査結果報告書を作成 

し、知事、議長及び関係のある委員会等（以下「知事等」という。）に提出する 

とともに、関係機関に対し改善措置等を求める。 

なお、知事等への報告に添えて組織及び運営の合理化に資するための意見を提 

出する。 

 

２  監査対象機関 

本庁等８２機関、地方機関１４１機関、合計２２３機関の全機関を対象として

別表１のとおり実施する。 

 

３ 実施方法 

(1)  本庁等の監査は、全機関を対象に実地監査を行う。また、年間の事業の成果 

及び懸案事項等について各部長等から説明を受ける。 

（2） 地方機関については、全機関を対象に実地監査又は書面監査を行う。 

     実地監査は、別表２のとおり区分し、実施する。また、実地監査を行わな

い機関については、書面監査を行う。 

(3) 工事監査（建設工事に関する専門的・技術的事項の監査）については、専門

機関に工事技術調査を委託する方法により実施する。この対象機関は、実地監

査を行う機関の中から、２機関程度を選定する。 

(4)  監査の対象会計年度は、次のとおりとする。 

・前期に行う監査は、平成２９年度会計を対象とする。 

・後期に行う監査は、平成３０年度会計上期を主たる対象とするが、前年度

監査の対象としていない平成２９年度会計下期についても対象とする。 

(5) 監査を効率的、効果的に実施するために、平成３０年度前期に行う監査につ 

    いては、以下の重点的監査事項を設ける。なお、平成３０年度後期に行う監査

については、別途定める。  
〇重点的監査事項…「備品の処分状況について」  

   (6) 効率的に監査が行えるよう、必要に応じ監査資料の見直しを行う。見直しに

当たっては、監査対象機関の負担軽減にも配慮する。 

(7)  監査対象機関における内部統制の状況について、財務事務の適正執行を確保 

する視点から、その実効性に留意して監査を実施する。 

(8)  監査において、指摘・指示及び意見を付した事項について、その是正や再発

防止が確実に図られるよう継続的にフォローアップを行う。 
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４ 実施時期及び実施体制等 
(1)実地監査 

ア 実施時期 

区    分 本 庁 等          地 方 機 関           

  
委員監査

    
7月下旬 ～ 8月下旬

 前期： 5月下旬 ～ 7月下旬 

後期： 1月上旬 ～ 2月中旬 

  
職員監査

    
6月下旬 ～ 8月上旬

 前期： 5月 ～ 7月 

後期：12月 ～ 1月 

イ  実施時間 

原則として、委員監査については１機関当たり２時間以内、職員監査につ

いては１日又は半日とし、それぞれ、対象機関の事業規模及び過年度監査の

実施状況を勘案して所要時間を設定する。 

ウ 実施体制 

(ｱ) 委員監査は、原則として、委員２名（議選、識見）で１班とし、２班体

制で実施する。ただし、後期（１月～２月）の地方機関に対する監査は、委

員１名で１班とし、４班体制で実施する。 

(ｲ)  職員監査は、原則として、１班２名体制で実施する。 

     
 

 (2)書面監査 

   ア 実施時期 

原則として、後期（１２月～３月）に行うが、一部の機関については、前

期（５月～８月）にも実施する。 

   イ 実施体制 

    (ｱ) 原則として委員監査、職員監査とも各１名で実施する。 

      ただし、委員による書面監査の対象となる県立学校のうち、１３校につ

いては、１班２名体制で職員による実地監査を行う。 

 (ｲ) 職員監査において疑義が生じた場合等は、必要に応じて実地調査を行う。 

 

５ 監査結果 

平成２９年度後期（１２月～３月）から平成３０年度前期（５月～８月）にか

けて、平成２９年度会計を対象として行った監査の結果については、平成３０年

１０月に報告書を作成し、組織及び運営の合理化に資するための意見を添えて、

知事等に提出するとともに、県報及び県のホームページにより公表する。 

平成２９年度後期（１２月～３月）に行った平成２８年度会計下期分の監査の

結果については、必要に応じて上記の報告書に盛り込む。 

 

６  その他 

(1) 定期監査資料 

ア 定期監査資料の様式は、本庁等、地方機関、企業局、病院局毎に別に定める。 

イ 監査資料の提出期限は、原則として監査実施日の７日前までとする。 

(2) 職員監査調書等  

ア 職員は、職員監査終了後、その結果に基づき職員監査調書を作成し、状況 

を委員に報告する。なお、職員監査調書の様式は別に定める。 

イ 地方機関監査の結果、問題点等があった場合においては、必要に応じて当該

事務事業の主務課等に対し確認調査を実施する。 



別表１ 　　　平成30年度 監査実施機関

委員
監査

職員
監査

対　　象　　機　　関

知事部局の本庁各課室等、企業局、病院局、議会事務局、教育庁本庁各課、警察本部、

82 人事委員会事務局、労働委員会事務局、監査委員事務局の全機関

隠岐支庁各局

各県民センター本所

東部県民センター出雲事務所

西部県民センター益田事務所

東京事務所

中山間地域研究センター

保健環境科学研究所

各農林振興センター本所

東部農林振興センター雲南事務所

西部農林振興センター県央・益田事務所、川本・益田家畜衛生部

○ ● 農業技術センター

農林大学校

畜産技術センター

各水産事務所

水産技術センター

大阪事務所

広島事務所

産業技術センター

各県土整備事務所

出雲空港管理事務所

宍道湖流域下水道管理事務所

浜田港湾振興センター

企業局東部・西部事務所

中央病院

こころの医療センター

42 (職員３５) 隠岐教育事務所

埋蔵文化財調査センター

△ ● 隠岐・隠岐水産高等学校

△ ▲ 隠岐支庁隠岐保健所、隠岐島前高等学校、隠岐養護学校、隠岐の島・浦郷警察署

東部県民センター雲南事務所

西部県民センター県央事務所

消防学校

芸術文化センター

雲南・県央・益田保健所

出雲・益田児童相談所

わかたけ学園

女性相談センター

食肉衛生検査所

□ ● 東部農林振興センター出雲事務所、松江・出雲家畜衛生部

西部高等技術校

浜田教育事務所

教育センター

東部社会教育研修センター

図書館

古代出雲歴史博物館

松江工業・松江農林・大東・平田・出雲農林・矢上高等学校

浜田ろう・松江養護・石見養護・浜田養護・松江清心養護学校

１１県立学校

△ ● 情報科学・宍道・三刀屋・出雲商業・邇摩・江津・益田翔陽高等学校

盲・松江ろう・出雲養護・松江緑ヶ丘養護学校

65 △ ▲ 本表中に記載のない地方機関及び表中の職員監査欄に「－」を付した7機関

実
　
　
地
　
　
監
　
　
査

書面
監査 7

実
　
　
地
　
　
監
　
　
査

29

 ５月
  ～７月

地
 
　
　
　
方
 
　
　
　
機
 
　
　
　
関

 ６月
  ～８月

○ ● 雲南・津和野警察署

(職員３４)

 ５月
  ～８月

○ ●

 12月

  ～３月

【合計】　監査対象機関数２２３、監査実施機関数（委員）２２５　（職員）２２３

（県民センター・農林振興センター地域事務所は職員実地監査の翌年度に委員実地監査を実施するため、機関数が一致しない）

書

面

監

査

　
　
【

　
後
　
　
　
期
　
】

地
 
 
方
 
 
機
 
 
関

 12月

  ～１月

□ ●

○ ●

○ ●

○ ■

○ ●

１１県立学校

○ ●

■

○ ●

○

○委員実地監査　　△委員書面監査　　□委員監査翌年度実施　　●職員実地監査　　▲職員書面監査　■職員監査前年度実地　　　

区 分

　
　
【

　
前
　
　
　
期
　
】

本庁等
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別表２

実地監査の区分表（地方機関）

区 分 対 象

 Ａ：毎年実施する機関 隠岐支庁各局（隠岐保健所を除く。）

　（前期） 県民センター（各事務所を除く。）

東京事務所

中山間地域研究センター

保健環境科学研究所

農林振興センター（各事務所及び各家畜衛生部を除く。）

農業技術センター

農林大学校

畜産技術センター

水産事務所

水産技術センター

大阪事務所

広島事務所

産業技術センター

県土整備事務所

出雲空港管理事務所

宍道湖流域下水道管理事務所

浜田港湾振興センター

企業局東部・西部事務所

中央病院

こころの医療センター

埋蔵文化財調査センター

 Ｂ：２年に１回実施する機関 消防学校

（隠岐郡にある機関：前期） 美術館

（上記以外：後期） 芸術文化センター

 保健所（隠岐支庁隠岐保健所を含む。）

児童相談所

わかたけ学園

女性相談センター

心と体の相談センター

農林振興センター各事務所

農林振興センター各家畜衛生部（出雲家畜衛生部を除く。）
高等技術校

浜田河川総合開発事務所

図書館

青少年の家

古代出雲歴史博物館

 Ｃ：３年に１回実施する機関 県民センター各事務所

（隠岐郡にある機関：前期） 自治研修所

（上記以外：後期） 公文書センター

島根あさひ社会復帰促進センター診療所

食肉衛生検査所

東部農林振興センター出雲家畜衛生部

教育事務所

教育センター

社会教育研修センター

少年自然の家

警察署

 Ｄ：４年に１回実施する機関 県立学校

（隠岐郡にある機関：前期）
（上記以外：後期） 　注：職員監査は２年に１回実施する。
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Ⅱ 行政監査実施計画

１ 実施方針

行政監査は、県の事務の執行について、合法性、正確性、経済性、効率性

及び有効性の観点から実施する。

また、監査により把握された実態と問題点等を踏まえ、監査結果報告書を

作成し、知事等に提出するとともに、関係機関に対し改善措置等を求める。

(1）監査テーマ

公共施設の安全・安心に係る対応状況について

(2）選定理由

本県の公共施設は、約半数が築後３０年以上を経過し、今後、大規模

修繕や更新の時期を迎えることから、県では島根県公共施設総合管理計

画を策定し、長寿命化による財政負担の軽減・平準化や有効活用・適正

化に向け、その具体的な取組みを進めている。

一方、公共施設は、必要な行政サービスを提供できるよう、利用者の利

便性はもとより、安全・安心の確保に努めなければならない。

今回の監査では、公共施設における日常的な安全・安心に係る対応状況

などを検証し、行政サービスの更なる向上に資するものとする。

※ 公共施設：県が所有する建築物及び附属設備

２ 監査対象

別途定める。

３ 実施方法及び実施体制

(1）委員監査

原則として１班２名（議選、識見）の２班体制とし、職員監査実施

後、実地又は書面による監査を行う。

(2）職員監査

１班２名を原則として、実地に監査を行う。

(3）補充調査

委員監査及び職員監査において、監査の徹底を図るため、更なる調査

の必要性が生じた場合に行う。

(4）監査の着眼事項 別途定める

４ 実施時期

区 分 実 施 時 期

監 査 資 料 の 提 出 10月中旬

監査の実施
委員監査 12月中旬 ～ 1月上旬

職員監査 10月下旬 ～ 11月下旬
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５ 監査結果

監査の結果は、平成３１年３月に報告書を作成し、知事等に提出すると

ともに、県報及び県のホームページにより公表する。

６ その他

(1）行政監査資料

監査資料の様式を別に定め、平成３０年１０月中旬を期限として対象

機関から提出を求める。

(2）職員監査調書

職員は、職員監査終了後、その結果に基づき職員監査調書を作成し、

状況を委員に報告する。

なお、職員監査調書の様式は別に定める。
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Ⅲ 財政的援助団体等監査実施計画 
 
１ 実施方針 

財政的援助団体等の監査は、県が補助金、交付金、貸付金、損失補償等の財政 
的援助を与えている団体、県が資本金、基本金等を出資している団体、借入保証
等をしている団体及び公の施設の管理を行わせている団体並びに財政的援助等
を行っている所管課を対象とし、県による財政的援助等の妥当性、団体における
公金の執行状況の適正性等の観点から実施する。 

    また、監査により把握された実態と問題点等を踏まえ、監査結果報告書を作成 
し、知事等に提出するとともに、関係機関に対し改善措置等を求める。 

 
２  監査実施団体 

別表のとおり 

 

３ 実施方法 
(1)  団体の監査 

ア 委員監査は、原則として実地監査とする。 
イ 職員監査は、実地監査とする。 

(2) 所管課の監査 
ア 委員監査は、書面監査を原則とし、必要に応じ実地監査とする。 
イ 職員監査は、実地監査とする。 

 
４ 実施時期 

区     分 実 施 時 期 

  監 査 資 料 の 提 出              9月上旬 

 
監査の実施

  委員監査        10月下旬 ～ 11月中旬  

  職員監査          9月中旬 ～ 10月中旬 

 

５ 実施体制 

(1) 委員監査は、原則として１班２名（議選、識見）の 2班体制とする。 

(2) 職員監査は、原則として１班２名とする。 

 

６ 監査結果 

監査の結果は、平成３１年３月に報告書を作成し、知事等に提出するとともに、 
県報及び県のホームページにより公表する。 

 
７ その他 
(1)  監査資料 

監査資料は、監査実施団体及び所管課についてそれぞれ求め、団体の概要、 
財政的援助等の内容等が確認できるものを別に定める。 

(2) 職員監査調書 

職員は、職員監査終了後、その結果に基づき職員監査調書を作成し、状況を
委員に報告する。 

  なお、職員監査調書の様式は別に定める。 



別表

補助金等 貸付金 損失補償 出資 債務保証 指定管理

1 （公財）しまね海洋館 しまね暮らし推進課 〇 しまね海洋館（アクアス）

2 （公財）島根県市町村振興協会 市町村課 〇

3 ２１世紀出雲空港整備利用促進協議会 交通対策課 〇

4 萩・石見空港利用拡大促進協議会 交通対策課 〇

5 （一社）島根県旅客自動車協会 交通対策課 〇

6 一畑電車沿線地域対策協議会 交通対策課 〇

文化国際課 〇
県民会館・芸術文化センター
（グラントワ）

文化財課 八雲立つ風土記の丘

自然環境課 〇
三瓶自然館及びその附属施
設（サヒメル・小豆原埋没林
公園）

環境政策課 〇

9 （公財）島根県障害者スポーツ協会 障がい福祉課 〇

10 （公財）島根県みどりの担い手育成基金 林業課 〇

11 （公社）島根県観光連盟 観光振興課 〇

12 神話の国縁結び観光協会 観光振興課 〇

13 （一社）山陰インバウンド機構 観光振興課 〇

14 山陰デスティネーションキャンペーン協議会 観光振興課 〇

産業振興課 〇 〇
産業高度化支援センター（テ
クノアークしまね）

中小企業課 〇 〇 〇

16 まつえ北商工会 中小企業課 〇

17 飯南町商工会 中小企業課 〇

18 大田商工会議所 中小企業課 〇

土木総務課 〇

用地対策課 〇

斐伊川神戸川対策課 〇

企業立地課 〇

管財課 〇

20 島根県住宅供給公社 建築住宅課 〇

14団体 2団体 1団体 8団体 １団体 4団体（６施設）計

15 (公財）しまね産業振興財団

19 島根県土地開発公社

7 （公財）しまね文化振興財団

8 （公財）しまね自然と環境財団

平成３０年度財政的援助団体等監査実施予定団体

番号 団体名 所管課
財政的援助等の内容
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Ⅳ 決算審査（一般会計、特別会計）及び基金運用状況審査実施計画 
 

 １ 実施方針 

(1) 決算審査 

決算審査は、決算その他の関係書類について、計数の正否、予算執行の適否 

と合法性、経済性、効率性等を中心として、年間の事業執行の成果を総括的に 

審査し、その結果は、次年度以降の予算編成に対する意見としてとりまとめる 

こととし、次のとおり実施する。 

ア 財政運営については、各部等別に歳入・歳出決算の分析を行うとともに、 

普通会計決算額により、県全体の財政の現況について分析を行う。 

イ 資金運用については、資金収支の状況等、運用の実態について調査・分析

する。 

ウ 債権管理については、管理の実態について調査する。 

   (2) 基金運用状況審査 

基金運用状況審査は、特定目的のために定額の資金を運用する次の基金につ

いて、運用状況を示す書類の計数を点検するとともに、これらの書類と決算書

その他関係書類とを調査・照合し、基金設置の目的に沿って、適正かつ効率的

に運用されているかどうか調査する。 

島根県土地開発基金 

島根県美術品等取得基金 

 

 ２ 審査対象 

(1)  決算審査 

     審査対象機関は、各部等主管課、財政課、管財課、出納局とする。 

(2)  基金運用状況審査 

     審査対象機関は、基金所管課とする。 

 

３ 実施方法 

(1)  決算審査 

ア 委員審査は、実地審査を原則とし、県の１年間の予算執行に対して総括的

に審査を行う。決算の状況について定期監査に併せて説明を受けるととも 

に、年間の事業の成果及び懸案事項等について各部長等から説明を受け、総

合的に審査を行う。 

   イ 職員審査は、定期監査に併せ、決算審査関係資料に基づき決算状況や主な

事業の実績等について説明を受けるとともに、決算係数や公有財産の状況を

含め総合的に審査を行う。 

(2) 基金運用状況審査 

審査対象基金の所管課から提出された資料に基づき、書面審査を行う。 
 

４ 実施時期 

  (1) 委員審査 ７月下旬 ～ ８月下旬 

  (2) 職員審査 ７月上旬 ～ ８月上旬 
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 ５ 実施体制 

(1)  委員審査は、実地審査の場合、原則として委員２名で行う。 

(2) 職員審査は、原則として１班２名で行う。 

 

 ６ 審査結果 

審査結果に基づき歳入歳出決算審査意見書及び基金運用状況審査意見書を作 

成し、平成３０年９月中旬を目途として知事に提出する。 
 

 ７ その他 

(1)  審査資料 

審査資料の様式を定め、平成３０年７月上旬を期限として対象機関から提出 

を求める。 

(2) 職員審査調書等 

ア 職員は、職員審査終了後、その結果に基づき職員審査調書を作成し、状況 

を委員に報告する。 

 なお、審査調書の様式は別に定める。 

イ  審査結果が不十分な場合は、補充調査を実施する。 
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Ⅴ 決算審査（公営企業会計）実施計画 

 

１ 実施方針 

公営企業会計の決算審査は、現金出納検査及び定期監査の結果を勘案し、決算 

その他の関係書類について、決算計数の正否、予算執行の適否と効率性、会計そ 

の他の事務の合法性等を総括的に審査し、その結果は、次年度以降の公営企業経 

営に反映する意見としてまとめることとし、次のとおり実施する。 

(1) 事業の成果 

主な事業について実績評価を行い、所期の目的どおりの成果があがっている 

かどうかなど、効果的な投資のあり方や良好な医療の提供等について意見を述

べる。 

(2) 財政の状態 

貸借対照表を基に財政状況を分析し、資金の効率的な運用や財政の健全化に 

ついて意見を述べる。 

(3) 経営の状況 

経営活動が合理的かつ能率的に行われ、経営が経済性を発揮して執行されて 

いるかどうかについて分析し、意見を述べる。 

 

２ 審査対象 

   審査対象機関は、病院局及び企業局とする。 

 

３ 実施方法 

審査は、実地審査を原則とし、各公営企業会計毎に１年間の経営活動に対して 

総括的に審査する。 

  (1) 委員審査は、各公営企業経営の状況、予算の執行状況、年間の事業の成果及 

び懸案事項等について、総合的に審査を行う。 

  (2) 職員審査は、決算書類の計数の確認、予算執行の適否・効率性、収入・支出 

の合法性、経営状況について、総合的に審査を行う。 

 

４ 実施時期 

(1) 委員審査  ７月 

(2) 職員審査    ６月 
 

５  実施体制 

(1) 委員審査は、委員全員で行う。 

(2) 職員審査は、原則として１班２名で行う。 

 

６ 審査結果 

    審査結果に基づき決算審査意見書を作成し、平成３０年９月上旬を目途として 

知事に提出する。 
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７ その他 

(1)  審査資料 

審査資料は、地方公営企業法第３０条第１項及び第７項に定める決算関係書 

類とし、補足説明資料はその都度必要に応じて定める。 

(2)  職員審査調書等 

ア  職員は、職員審査終了後、その結果に基づき職員審査調書を作成し、状況 

を委員に報告する。 

なお、職員審査調書の様式は別に定める。 

イ 審査結果が不十分な場合は、補充調査を実施する。        
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Ⅵ 健全化判断比率等審査実施計画 
 

１ 実施方針 

   審査対象について計数を確認し、適切に算定されているかについて審査を行 

い、その結果を審査意見書としてとりまとめ、知事に提出する。 

 

２ 審査対象 

知事から審査に付された平成２９年度会計に係る決算に基づく健全化判断比         

率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）、資金

不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査を行う。 

 

３ 審査方法 

提出された健全化判断比率、資金不足比率が適正に算定されているか及びその 

算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかについて、一般 

会計、特別会計及び公営企業会計に係る決算書並びに関係資料との照合を行うと 

ともに、必要に応じて関係機関を調査する。 

なお、委員審査に先立ち、提出された関係資料に基づき事務局職員による審査 

を行う。 

 

４ 実施時期 

(1) 資金不足比率審査（法適用公営企業会計） 

ア 委員審査  ８月上旬 

イ 職員審査  ７月中旬～下旬 

(2) 健全化判断比率審査（一般会計・特別会計） 

資金不足比率審査（法非適用公営企業会計） 

ア 委員審査  ９月上旬 

イ 職員審査  ８月上旬～下旬 

 

５ 実施体制 

(1)  委員審査は、委員全員で行う。 

(2) 職員審査は、原則として１班２名で行う。 

 

６ 審査結果 

審査の結果に基づき財政健全化審査意見書及び経営健全化審査意見書を作成 

し、知事に提出する。 

(1) 経営健全化審査意見書（資金不足比率：法適用公営企業会計）  ９月上旬 

(2)  財政健全化審査意見書（健全化判断比率：一般会計・特別会計） 

経営健全化審査意見書（資金不足比率：法非適用公営企業会計） ９月中旬 

 

７ その他 

(1) 職員審査調書 

ア 職員は、職員審査終了後、その結果に基づき職員審査調書を作成し、状況 

を委員に報告する。なお、審査調書の様式は別に定める。 
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Ⅶ 現 金出納 検査 実施 計 画 

 

１ 実施方針 

現金出納検査は、出納機関における毎月の現金出納の事務処理が、適法かつ

正確に行われているかどうかについて検査を行うことにより、当該事務処理に

係る事故又は不正の防止を図るためのものである。 

歳計現金（一般会計、特別会計）、歳入歳出外現金及び基金並びに公営企業

会計（病院事業会計並びに電気事業会計、工業用水道事業会計、水道事業会計

及び宅地造成事業会計）に係る現金出納について、出納局及び病院局、企業局

における毎月の計数の確認、現金・預金等の保管状況等を検査するとともに、

財政収支の動態を計数面から把握・検討することにより、決算審査意見に反映

させる。 
 

２ 審査対象 

対 象 会 計 等                 実 施 機 関        

  一般会計、特別会計、歳入歳出外現金及び基金 出   納   局 

 

公営企業会計 

（病院事業会計） 病   院  局 

（電気事業会計、工業用水道事業会計、

水道事業会計及び宅地造成事業会計） 
企   業   局

 

 

３ 実施方法・時期 

ア 委員検査については、実地により、出納局は９月、２月に、 病院局、企

業局は２月に行うが、必要に応じてこれ以外の月にも実施し、実地検査を行

わない月については、職員による検査報告に基づき書面検査を実施する。 

イ 職員検査については、出納局、病院局、企業局とも毎月実施する。 

ウ 検査実施日          別途定める 

 

４ 実施体制 

ア 委員検査は、実地検査の場合、原則として委員２名（議選、識見）で行う。 

イ 職員検査は、原則として職員２名で行う。 

 

５ 検査結果 

検査の結果は、月毎に出納局、病院局、企業局をとりまとめの上、「現金出

納検査結果報告」を作成し、知事及び議長に報告する。 

 

６ その他 

ア  現金出納検査資料 

       検査資料の項目は次のとおりとし、様式は別に定める。 

   （ア）歳計現金（一般会計、特別会計）、歳入歳出外現金、基金 

a 現金出納状況 

b 歳計現金、歳入歳出外現金の預託等状況 

c 基金に属する現金の預託等状況 
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d 一時借入金状況 

e ペイオフ対策の状況 

f 特別会計執行状況 

g 歳入歳出外現金差引表 

h 収支月計表対照表 

         

   （イ）公営企業会計 

a 月次試算表 

b 資金予算表 

c 現金・預金等の管理（預託）状況 

     

イ 職員検査調書 

職員は、職員検査終了後、その結果に基づき職員検査調書を作成し、状況

を委員に報告する。 

なお、職員検査調書の様式は別に定める。 
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Ⅷ その他の監査 
 

１ 実施方針 

 

（１）随時監査 

    県の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について、定期監 

査によるものの外、特に必要があると認めるときに監査を実施する。 

 

（２）直接請求に基づく監査 

    選挙権を有する県民が、その総数の 1/50以上の者の連署をもって、県の事 

務の執行について監査を行うよう請求したときに監査を実施する。 

 

（３）議会からの請求に基づく監査 

    県議会が、その議決に基づいて県の事務の執行について監査を行うよう請求 

したときに監査を実施する。 

 

（４）知事の要求に基づく監査 

    知事が、県の事務の執行又は指定金融機関等が行う公金の収納若しくは支払 

の事務について監査を行うよう要求したときに監査を実施する。 

 

（５）住民監査請求に基づく監査 

    県民が、知事等県の執行機関又はその職員について、違法若しくは不当な財 

務会計上の行為又は怠る事実があると認め監査を請求したときに監査を実施 

する。 

 

（６）職員の賠償責任に関する監査 

    職員が、故意又は重大な過失により、保管する現金や物品等を亡失し、又は 

   損傷するなど県に損害を与えた場合、知事が要求したときに監査を実施する。 

 

 

 ２ 実施方法等 

   必要に応じて別に定める。 

 

 

 
 

   

 

   



【別紙】

職 　　員 委 　　 員

５月 ～ ７月

６月～８月

５月下旬～７月下旬

６月～８月

６月下旬～８月上旬 ７月下旬～８月下旬

１２月～１月

１２月～３月

１月上旬～２月中旬

１月～３月

 １０月下旬～１１月下旬  １２月中旬～１月上旬 ３月  前年度実施機関数 ２４

  ９月中旬～１０月中旬  １０月下旬～１１月中旬 ３月  前年度実施団体数 ２１

一般会計
特別会計

７月上旬～８月上旬
（事前審査）

７月下旬～８月下旬 ９月中旬

企業会計 ６月 ７月 ９月上旬

基金運用
状況審査

基　　金
７月上旬～８月上旬

　（事前審査）
７月下旬～８月下旬 ９月中旬

一般会計、特別会計、
法非適用公営企業会計

８月上旬～下旬 ９月上旬 ９月中旬

法適用公営企業会計 ７月中旬～下旬 ８月上旬 ９月上旬

毎    月
毎　　　　月

（実地：９月、２月）
毎    月

毎　　月
毎　　　　月

（実地：２月）
毎　　月

毎　  月
毎　　　　月

（実地：２月）
毎　  月

 出納局　　 　　　 ２回

健全化判断
比率等審査

　地方機関（抽出：実地）
　　　　　　　４２機関
　　　　　（書面）
    　　　　　　７機関

　地方機関（抽出：実地）
　　　　　　　２９機関
　　　　　（書面）
    　　　　　６５機関

　本 庁 等 （全数）
　　　　　　　８２機関

健全化判断比率
資金不足比率

資金不足比率

財政的援助団体等監査

２基金

平成３０年度監査計画概要

決算審査

報告・公表 備　　　　考実　 　施　 　数
実　　　施　　　時　　　期

 項　　　目

【前年度実績】
  本 庁 等（前期：実地）　８２
  地方機関（前期：実地）　３９
　  　　　（前期：書面）　　５
　　　　　（後期：実地）　３５
　  　　　（後期：書面）　６３１０月下旬

 企業局　  　　　  １回

 病院局(中病､こころ)各1回

 未定

定期監査

行政監査 実施機関数は未定

現金出納検査
（歳計現金、歳計外、
　基金、企業会計）
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 ４　月  ５　月  ６　月  ７　月  ８　月  ９　月  10　月  11　月  12  月  １  月 　2　月  ３　月

   　 　　下旬 　　下旬 　　　　　　　下旬 中旬 　 中旬 下旬 上旬 中旬
　　　まとめ　　　 ◆報告書

       （知事提出）
　

 《全般的》 上旬 下旬 中旬 上旬

←　準　備　→ ←　●地方機関実地監査(37機関)　→

（説明会等） （45機関）

中旬 上旬 上旬
 ◆報告書

（知事提出）
下旬 下旬   　　　　下旬  
← ●職員監査 →  

 
下旬 　　中旬 下旬 上旬

  　　まとめ ◆報告書
（知事提出）

中旬 中旬 中旬 下旬

    　　下旬 下旬 上旬 中旬

←◎決算審査→←まとめ→◆意見書（知事提出）

　　　　(部長等事情聴取)

上旬

 上旬 上旬 中旬

上旬　　  下旬 上旬 下旬

←事前審査(職員)→ ← まとめ・意見書案作成 →

上旬

審査・まとめ

      　　◆意見書（知事提出）

上旬

審査・まとめ

◆意見書（知事提出）

上旬　　　下旬

審査･意見書案作成

　　中旬 下旬

審査･意見書案作成
  （出納局）

○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

　〔一般会計・特別会計・基金運用〕

　　←　○地方機関書面監査（7機関）　→

←◎本庁等監査→
←◎地方機関実地監査(42機関)→　　（82機関）

　　←◎委員監査→

←　　　地方機関書面監査(5機関)　　→

　　　　　　　←●本庁等監査(82機関)→

　    ←  ●職員監査  →

←まとめ･報告書案作成→

（※）◎は実地検査、○は書面検査、●は職員実地検査

職員監査

職員監査

委員審査

職員審査

職員監査

委員監査

委員審査

委員検査
（※）

●● ●●

 健全化判断比率等〔一般会計・
 特別会計・法非適用公営企業会計〕

 〔企業会計〕

　　〔一般会計・特別会計・基金運用〕

 資金不足比率
〔法適用公営企業会計〕

 資金不足比率
〔法適用公営企業会計〕

←◎決算審査→←まとめ→ ◆意見書（知事提出）

健
全
化
判
断
比
率
等
審
査

現
金
出
納
検
査

●● ● ● ● ●● ●

 《全般的》

職員検査

 健全化判断比率等〔一般会計・
 特別会計・法非適用公営企業会計〕

職員審査

区  分

　〔企業会計〕

行
政
監
査

財
援
団
体

決
算
審
査
･
基
金
運
用
審
査

(出納局・中病･
こころ ･企業局）

←●事前審査(職員)→←意見書案作成→

 ←　　 まとめ・報告書案作成　  →

 ← 　地方機関書面監査（54機関）　 →

　 　　　←まとめ・報告書案作成 →

平成３０年度の監査等年間計画

委員監査
定
期
監
査

　 　  　(29機関)

　　←次年度計画の策定→

委員監査

←◎地方機関実地監査→

←　○地方機関書面監査（65機関）　→

←●地方機関実地監査→

　　←◎委員監査→←　まとめ　→
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   生 越 俊 一 （議選委員） 

   岩 田 浩 岳 （議選委員） 

   錦 織 厚 雄 （識見委員・代表監査委員）  

   後 藤   勇 （識見委員） 

 

 

 

 

 

 

職 名 氏 名 監 査 等 主 担 当 

局  長 青木 裕志  

監査第一課 

課  長 増田 健吉  

監 査 監 小林 恭行 定期監査（一般会計、特別会計） 

〃 曽田 吉弘 定期監査・決算審査・現金出納検査（公営企業会計：水道事業、

工業用水道事業）、随時監査、住民監査請求に基づく監査 

〃 濱崎 眞行 決算審査（一般会計、特別会計）、基金運用状況審査、現金出納

検査（一般会計、特別会計） 

〃 島田 成毅 健全化判断比率等審査 

副監査監 高木 健作 決算審査（一般会計、特別会計）、基金運用状況審査 

〃 原   潔 定期監査・決算審査・現金出納検査（公営企業会計：電気事業、

宅地造成事業）、工事監査 

監査第二課 

課  長 曽田 彰二  

監 査 監 遠藤  強 定期監査・決算審査・資金不足比率審査・現金出納検査（病院

事業会計：こころの医療センター）、財政的援助団体等監査 

〃 宮𦚰 陽一 決算審査（公営企業会計）、定期監査・決算審査・資金不足比率

審査・現金出納検査（病院事業会計：中央病院） 

〃 高田 実紀 行政監査 

                         （平成３０年４月１日現在） 

 

監査委員事務局 

監 査 委 員 


